
別表第７（第２条関係） 

建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律（以下この表において

「法」という。）関係手数料 

区分 手数料 

１ 法第１２条第１項の規定に基づく建築物エ

ネルギー消費性能確保計画（以下この項から第

６項までにおいて「計画」という。）の建築物

エネルギー消費性能適合性判定（以下この項か

ら第４項まで及び第６項において「適合性判

定」という。）（以下この項において「計画の

適合性判定」という。） 

ア 計画の適合性判定を受けようとする建築

物について建築物エネルギー消費性能基準

等を定める省令（以下この表において「省令」

という。）第１条第１項第１号イの基準及び

同号ただし書に規定する方法（以下この表に

おいて「標準入力法等基準」という。）を用

いて評価を行う場合 

（ア） 当該建築

物が非住宅部分

（法第１１条第

１項に規定する

非住宅部分をい

う。ただし、工

場その他のこれ

に類するもので

市長が定めるも

のの部分（以下

この項から第５

項までにおいて

「工場等部分」

という。）を除

く。以下この項

から第６項まで

において同じ。）

a 非住宅部分の床面積

（建築物のエネルギー

消費性能の向上に関す

る法律施行令（平成２８

年政令第８号）第４条第

１項に規定する床面積

をいう。ただし、建築物

を増築し、又は改築しよ

うとする場合において、

当該建築物についてエ

ネルギー消費性能に係

る計算その他の計算を

要しない既存部分があ

るときは、当該既存部分

の床面積を除く。以下こ

の表において同じ。）の

合計が３００平方メー

２２４，０００円



を有する場合

（（ウ）の場合

を除く。） 

トル未満のもの 

b 非住宅部分の床面積の

合計が３００平方メー

トル以上のもの 

２７６，０００円

（イ） 当該建築

物が工場等部分

を有する場合

（（ウ）の場合

を除く。） 

a 工場等部分の床面積の

合計が３００平方メー

トル未満のもの 

２３，０００円

b 工場等部分の床面積の

合計が３００平方メー

トル以上のもの 

３０，０００円

（ウ） 当該建築物が非住宅部分及び工場等

部分を有する場合 

（ア）及び（イ）に規定する

区分に応じ、それぞれ当該手

数料を合算した額（その額が

当該建築物の非住宅部分及び

工場等部分の床面積の合計を

全て非住宅部分とみなした場

合の（ア）に規定する区分に

応じた手数料の額を超えると

きは、当該額） 

イ 計画の適合性判定を受けようとする建築

物について省令第１条第１項第１号ロの基

準（以下この表において「モデル建物法基準」

という。）を用いて評価を行う場合 

（ア） 当該建築

物が非住宅部分

を有する場合

（（ウ）の場合

を除く。） 

a 非住宅部分の床面積の

合計が３００平方メー

トル未満のもの 

８６，０００円

b 非住宅部分の床面積の

合計が３００平方メー

トル以上のもの 

１０８，０００円

（イ） 当該建築

物が工場等部分

を有する場合

（（ウ）の場合

を除く。） 

a 工場等部分の床面積の

合計が３００平方メー

トル未満のもの 

１９，０００円

b 工場等部分の床面積の

合計が３００平方メー

トル以上のもの 

２６，０００円



（ウ） 当該建築物が非住宅部分及び工場等

部分を有する場合 

（ア）及び（イ）に規定する

区分に応じ、それぞれ当該手

数料を合算した額（その額が

当該建築物の非住宅部分及び

工場等部分の床面積の合計を

全て非住宅部分とみなした場

合の（ア）に規定する区分に

応じた手数料の額を超えると

きは、当該額） 

２ 法第１２条第２項の規定に基づく計画の変

更の適合性判定（以下この項において「計画の

変更の適合性判定」という。） 

ア 計画の変更の適合性判定を受けようとす

る建築物について標準入力法等基準を用い

て評価を行う場合 

（ア） 当該建築

物が非住宅部分

を有する場合

（（ウ）の場合

を除く。） 

a 非住宅部分の計画の変

更に係る部分（床面積の

増加に係る部分を除

く。）の床面積の２分の

１の面積と当該計画の

変更に係る部分の面積

のうち床面積の増加に

係る部分の床面積との

合計（以下この項及び第

４項において「計画の変

更に係る部分の床面積

の合計」という。）が３

００平方メートル未満

のもの 

２２４，０００円

b 非住宅部分の計画の変

更に係る部分の床面積

の合計が３００平方メ

ートル以上のもの 

２７６，０００円

（イ） 当該建築

物が工場等部分

a 工場等部分の計画の変

更に係る部分の床面積

２３，０００円



を有する場合

（（ウ）の場合

を除く。） 

の合計が３００平方メ

ートル未満のもの 

b 工場等部分の計画の変

更に係る部分の床面積

の合計が３００平方メ

ートル以上のもの 

３０，０００円

（ウ） 当該建築物が非住宅部分及び工場等

部分を有する場合 

（ア）及び（イ）に規定する

区分に応じ、それぞれ当該手

数料を合算した額（その額が

当該建築物の非住宅部分及び

工場等部分の床面積の合計を

全て非住宅部分とみなした場

合の（ア）に規定する区分に

応じた手数料の額を超えると

きは、当該額） 

イ 計画の変更の適合性判定を受けようとす

る建築物についてモデル建物法基準を用い

て評価を行う場合 

（ア） 当該建築

物が非住宅部分

を有する場合

（（ウ）の場合

を除く。） 

a 非住宅部分の計画の変

更に係る部分の床面積

の合計が３００平方メ

ートル未満のもの 

８６，０００円

b 非住宅部分の計画の変

更に係る部分の床面積

の合計が３００平方メ

ートル以上のもの 

１０８，０００円

（イ） 当該建築

物が工場等部分

を有する場合

（（ウ）の場合

を除く。） 

a 工場等部分の計画の変

更に係る部分の床面積

の合計が３００平方メ

ートル未満のもの 

１９，０００円

b 工場等部分の計画の変

更に係る部分の床面積

の合計が３００平方メ

ートル以上のもの 

２６，０００円

（ウ） 当該建築物が非住宅部分及び工場等（ア）及び（イ）に規定する



部分を有する場合 区分に応じ、それぞれ当該手

数料を合算した額（その額が

当該建築物の非住宅部分及び

工場等部分の床面積の合計を

全て非住宅部分とみなした場

合の（ア）に規定する区分に

応じた手数料の額を超えると

きは、当該額） 

３ 法第１３条第２項の規定に基づく計画の適

合性判定（以下この項において「計画の適合性

判定」という。） 

ア 計画の適合性判定を求めようとする建築

物について標準入力法等基準を用いて評価

を行う場合 

（ア） 当該建築

物が非住宅部分

を有する場合

（（ウ）の場合

を除く。） 

a 非住宅部分の床面積の

合計が３００平方メー

トル未満のもの 

２２４，０００円

b 非住宅部分の床面積の

合計が３００平方メー

トル以上のもの 

２７６，０００円

（イ） 当該建築

物が工場等部分

を有する場合

（（ウ）の場合

を除く。） 

a 工場等部分の床面積の

合計が３００平方メー

トル未満のもの 

２３，０００円

b 工場等部分の床面積の

合計が３００平方メー

トル以上のもの 

３０，０００円

（ウ） 当該建築物が非住宅部分及び工場等

部分を有する場合 

（ア）及び（イ）に規定する

区分に応じ、それぞれ当該手

数料を合算した額（その額が

当該建築物の非住宅部分及び

工場等部分の床面積の合計を

全て非住宅部分とみなした場

合の（ア）に規定する区分に

応じた手数料の額を超えると

きは、当該額） 



イ 計画の適合性判定を求めようとする建築

物についてモデル建物法基準を用いて評価

を行う場合 

（ア） 当該建築

物が非住宅部分

を有する場合

（（ウ）の場合

を除く。） 

a 非住宅部分の床面積の

合計が３００平方メー

トル未満のもの 

８６，０００円

b 非住宅部分の床面積の

合計が３００平方メー

トル以上のもの 

１０８，０００円

（イ） 当該建築

物が工場等部分

を有する場合

（（ウ）の場合

を除く。） 

a 工場等部分の床面積の

合計が３００平方メー

トル未満のもの 

１９，０００円

b 工場等部分の床面積の

合計が３００平方メー

トル以上のもの 

２６，０００円

（ウ） 当該建築物が非住宅部分及び工場等

部分を有する場合 

（ア）及び（イ）に規定する

区分に応じ、それぞれ当該手

数料を合算した額（その額が

当該建築物の非住宅部分及び

工場等部分の床面積の合計を

全て非住宅部分とみなした場

合の（ア）に規定する区分に

応じた手数料の額を超えると

きは、当該額） 

４ 法第１３条第３項の規定に基づく計画の変

更の適合性判定（以下この項において「計画の

変更の適合性判定」という。） 

ア 計画の変更の適合性判定を求めようとす

る建築物について標準入力法等基準を用い

て評価を行う場合 

（ア） 当該建築

物が非住宅部分

を有する場合

（（ウ）の場合

を除く。） 

a 非住宅部分の計画の変

更に係る部分の床面積

の合計が３００平方メ

ートル未満のもの 

２２４，０００円

b 非住宅部分の計画の変 ２７６，０００円



更に係る部分の床面積

の合計が３００平方メ

ートル以上のもの 

（イ） 当該建築

物が工場等部分

を有する場合

（（ウ）の場合

を除く。） 

a 工場等部分の計画の変

更に係る部分の床面積

の合計が３００平方メ

ートル未満のもの 

２３，０００円

b 工場等部分の計画の変

更に係る部分の床面積

の合計が３００平方メ

ートル以上のもの 

３０，０００円

（ウ） 当該建築物が非住宅部分及び工場等

部分を有する場合 

（ア）及び（イ）に規定する

区分に応じ、それぞれ当該手

数料を合算した額（その額が

当該建築物の非住宅部分及び

工場等部分の床面積の合計を

全て非住宅部分とみなした場

合の（ア）に規定する区分に

応じた手数料の額を超えると

きは、当該額） 

イ 計画の変更の適合性判定を求めようとす

る建築物についてモデル建物法基準を用い

て評価を行う場合 

（ア） 当該建築

物が非住宅部分

を有する場合

（（ウ）の場合

を除く。） 

a 非住宅部分の計画の変

更に係る部分の床面積

の合計が３００平方メ

ートル未満のもの 

８６，０００円

b 非住宅部分の計画の変

更に係る部分の床面積

の合計が３００平方メ

ートル以上のもの 

１０８，０００円

（イ） 当該建築

物が工場等部分

を有する場合

（（ウ）の場合

a 工場等部分の計画の変

更に係る部分の床面積

の合計が３００平方メ

ートル未満のもの 

１９，０００円



を除く。） b 工場等部分の計画の変

更に係る部分の床面積

の合計が３００平方メ

ートル以上のもの 

２６，０００円

（ウ） 当該建築物が非住宅部分及び工場等

部分を有する場合 

（ア）及び（イ）に規定する

区分に応じ、それぞれ当該手

数料を合算した額（その額が

当該建築物の非住宅部分及び

工場等部分の床面積の合計を

全て非住宅部分とみなした場

合の（ア）に規定する区分に

応じた手数料の額を超えると

きは、当該額） 

５ 建築物のエネルギー消費性能の向上に関す

る法律施行規則（平成２８年国土交通省令第５

号）第１１条の規定に基づく計画の変更が同令

第３条の軽微な変更（以下この項において「軽

微な変更」という。）に該当していることを証

する書面の交付（以下この項において「書面の

交付」という。） 

ア 書面の交付を求めようとする建築物につ

いて標準入力法等基準を用いて評価を行う

場合 

（ア） 当該建築

物が非住宅部分

を有する場合

（（ウ）の場合

を除く。） 

a 非住宅部分の計画の軽

微な変更に係る部分（床

面積の増加に係る部分

を除く。）の床面積の２

分の１の面積と当該計

画の軽微な変更に係る

部分の面積のうち床面

積の増加に係る部分の

床面積との合計（以下こ

の項において「軽微な変

更に係る部分の床面積

の合計」という。）が３

２２４，０００円



００平方メートル未満

のもの 

b 非住宅部分の軽微な変

更に係る部分の床面積

の合計が３００平方メ

ートル以上のもの 

２７６，０００円

（イ） 当該建築

物が工場等部分

を有する場合

（（ウ）の場合

を除く。） 

a 工場等部分の軽微な変

更に係る部分の床面積

の合計が３００平方メ

ートル未満のもの 

２３，０００円

b 工場等部分の軽微な変

更に係る部分の床面積

の合計が３００平方メ

ートル以上のもの 

３０，０００円

（ウ） 当該建築物が非住宅部分及び工場等

部分を有する場合 

（ア）及び（イ）に規定する

区分に応じ、それぞれ当該手

数料を合算した額（その額が

当該建築物の非住宅部分及び

工場等部分の床面積の合計を

全て非住宅部分とみなした場

合の（ア）に規定する区分に

応じた手数料の額を超えると

きは、当該額） 

イ 書面の交付を求めようとする建築物につ

いてモデル建物法基準を用いて評価を行う

場合 

（ア） 当該建築

物が非住宅部分

を有する場合

（（ウ）の場合

を除く。） 

a 非住宅部分の軽微な変

更に係る部分の床面積

の合計が３００平方メ

ートル未満のもの 

８６，０００円

b 非住宅部分の軽微な変

更に係る部分の床面積

の合計が３００平方メ

ートル以上のもの 

１０８，０００円

（イ） 当該建築 a 工場等部分の軽微な変 １９，０００円



物が工場等部分

を有する場合

（（ウ）の場合

を除く。） 

更に係る部分の床面積

の合計が３００平方メ

ートル未満のもの 

b 工場等部分の軽微な変

更に係る部分の床面積

の合計が３００平方メ

ートル以上のもの 

２６，０００円

（ウ） 当該建築物が非住宅部分及び工場等

部分を有する場合 

（ア）及び（イ）に規定する

区分に応じ、それぞれ当該手

数料を合算した額（その額が

当該建築物の非住宅部分及び

工場等部分の床面積の合計を

全て非住宅部分とみなした場

合の（ア）に規定する区分に

応じた手数料の額を超えると

きは、当該額） 

６ 法第１２条第１項又は第１３条第２項の規

定に基づく計画の適合性判定を受けた建築物

（法第２５条第１項若しくは第３５条第８項

（法第３６条第２項において準用する場合を

含む。）又は都市の低炭素化の促進に関する法

律第１０条第９項若しくは第５４条第８項の

規定により適合性判定通知書の交付を受けた

ものとみなされる場合を含む。）の建築基準法

第７条第１項の規定に基づく完了検査又は同

法第１８条第１６項に規定する通知に対する

完了検査 

ア 非住宅部分の床面積の合計が３００平方

メートル未満のもの 

１０，０００円

イ 非住宅部分の床面積の合計が３００平方

メートル以上のもの 

１６，０００円

７ 法第３４条第１項の規定に基づく建築物エ

ネルギー消費性能向上計画（以下この項から第

９項までにおいて「計画」という。）の認定（以

下この項及び第９項において「計画の認定」と



いう。） 

ア 申請建築物（法第３４条第３項に規定する

申請建築物をいう。以下この項において同

じ。）について計画の認定を受ける場合 

（ア） 計画の認定を受けようとする建築物

が非住宅建築物（省令第１条第１項第１号

に規定する非住宅建築物をいう。以下この

項、次項及び第１０項において同じ。）、

共同住宅等（共同住宅、長屋その他の一戸

建ての住宅以外の住宅で非住宅部分（法第

１１条第１項に規定する非住宅部分をい

う。以下この項、次項及び第１０項におい

て同じ。）を有しないものをいう。以下こ

の項、次項及び第１０項において同じ。）

又は複合建築物（省令第１条第１項第１号

に規定する複合建築物をいう。以下この

項、次項及び第１０項において同じ。）で

ある場合 

非住宅建築物又は複合建築物

（非住宅部分に限って計画の

認定を受けようとする場合に

限る。）にあってはa又はbに

規定する手数料の額、共同住

宅等又は複合建築物（住宅の

部分（法第１１条第１項に規

定する住宅部分をいう。以下

この表において同じ。）に限

って計画の認定を受けようと

する場合に限る。）にあって

はc又はdに規定する手数料の

額、複合建築物（非住宅部分

に限って計画の認定を受けよ

うとする場合及び住宅部分に

限って計画の認定を受けよう

とする場合を除く。）にあっ

てはa又はb及びc又はdに規定

する区分に応じ、それぞれ当

該手数料を合算した額 

a 当該建築物

の非住宅部分

について省令

第１０条第１

号イ(1)及び

同号ロ(1)の

基準並びに同

号ただし書に

規定する方法

（以下この表

において「誘

(a) 非住宅部分の床面積

の合計が３００平方メ

ートル未満のもの 

２２４，０００円（非住宅誘

導基準適合証（法第１５条第

１項の登録建築物エネルギー

消費性能判定機関（第１０項

において「登録建築物エネル

ギー消費性能判定機関」とい

う。）が作成した法第３５条

第１項各号（法第３６条第２

項において準用する場合を含

む。）に掲げる基準に適合し

ていることを示す書類をい



導標準入力法

等基準」とい

う。）を用い

て評価を行う

場合 

う。以下この表において同

じ。）の提出がある場合にあ

っては、１０，０００円） 

(b) 非住宅部分の床面積

の合計が３００平方メ

ートル以上のもの 

２７６，０００円（非住宅誘

導基準適合証の提出がある場

合にあっては、１６，０００

円） 

b 当該建築物

の非住宅部分

について省令

第１０条第１

号イ(2)及び

同号ロ(2)の

基準（以下こ

の表において

「誘導モデル

建物法基準」

という。）を

用いて評価を

行う場合 

(a) 非住宅部分の床面積

の合計が３００平方メ

ートル未満のもの 

８６，０００円（非住宅誘導

基準適合証の提出がある場合

にあっては、１０，０００円）

(b) 非住宅部分の床面積

の合計が３００平方メ

ートル以上のもの 

１０８，０００円（非住宅誘

導基準適合証の提出がある場

合にあっては、１６，０００

円） 

c 当該建築物

の住宅部分に

ついて省令第

１０条第２号

イ(1)及び同

号ロ(1)の基

準（以下この

項及び次項に

おいて「誘導

標準計算基

準」という。）

を用いて評価

を行う場合 

(a) 住宅部分の床面積の

合計が３００平方メー

トル未満のもの 

６７，０００円（住宅誘導基

準適合証等（住宅の品質確保

の促進等に関する法律第５条

第１項に規定する登録住宅性

能評価機関（第１０項におい

て「登録住宅性能評価機関」

という。）が作成した法第３

５条第１項各号（法第３６条

第２項において準用する場合

を含む。）に掲げる基準に適

合していることを示す書類又

は市長の定めるその他の図書

をいう。以下この表において

同じ。）の提出がある場合に

あっては、１０，０００円）



(b) 住宅部分の床面積の

合計が３００平方メー

トル以上のもの 

１１４，０００円（住宅誘導

基準適合証等の提出がある場

合にあっては、２０，０００

円） 

d 当該建築物

の住宅部分に

ついて省令第

１０条第２号

イ(2)及び同

号ロ(2)の基

準（以下この

項及び次項に

おいて「誘導

仕様基準」と

いう。）を用

いて評価を行

う場合 

(a) 住宅部分の床面積の

合計が３００平方メー

トル未満のもの 

３２，０００円（住宅誘導基

準適合証等の提出がある場合

にあっては、１０，０００円）

(b) 住宅部分の床面積の

合計が３００平方メー

トル以上のもの 

５６，０００円（住宅誘導基

準適合証等の提出がある場合

にあっては、２０，０００円）

（イ） 計画の認定を受けようとする建築物

が一戸建ての住宅（非住宅部分を有しない

ものに限る。以下この項、次項及び第１０

項において同じ。）の場合 

a 当該建築物

について誘導

標準計算基準

を用いて評価

を行う場合 

(a) 床面積の合計が２０

０平方メートル未満の

もの 

３４，０００円（住宅誘導基

準適合証等の提出がある場合

にあっては、５，０００円）

(b) 床面積の合計が２０

０平方メートル以上の

もの 

３７，０００円（住宅誘導基

準適合証等の提出がある場合

にあっては、５，０００円）

b 当該建築物

について誘導

仕様基準を用

いて評価を行

う場合 

(a) 床面積の合計が２０

０平方メートル未満の

もの 

１８，０００円（住宅誘導基

準適合証等の提出がある場合

にあっては、５，０００円）

(b) 床面積の合計が２０

０平方メートル以上の

もの 

１９，０００円（住宅誘導基

準適合証等の提出がある場合

にあっては、５，０００円）

イ 他の建築物（法第３４条第３項に規定する

他の建築物をいう。以下この号において同

当該計画に係る申請建築物及

び他の建築物一棟ごとに、ア



じ。）に係る事項を計画に記載する場合 の（ア）又は（イ）に規定す

る区分に応じ当該区分に定め

る額を、当該計画に係る全て

の建築物について合算した額

８ 法第３６条第１項の規定に基づく計画の変

更の認定（以下この項及び次項において「計画

の変更の認定」という。） 

ア 計画に記載されている建築物について変

更する場合（ウの場合を除く。） 

当該変更する建築物一棟ごと

に、アの（ア）又は（イ）に

規定する区分に応じ当該区分

に定める額を、当該変更する

全ての建築物について合算し

た額 

（ア） 当該変更する建築物が非住宅建築

物、共同住宅等又は複合建築物である場合

非住宅建築物又は複合建築物

（非住宅部分に限って計画の

変更の認定を受けようとする

場合に限る。）にあってはa又

はbに規定する手数料の額、共

同住宅等又は複合建築物（住

宅部分に限って計画の変更の

認定を受けようとする場合に

限る。）にあってはc又はdに

規定する手数料の額、複合建

築物（非住宅部分に限って計

画の変更の認定を受けようと

する場合及び住宅部分に限っ

て計画の変更の認定を受けよ

うとする場合を除く。）にあ

ってはa又はb及びc又はdに規

定する区分に応じ、それぞれ

当該手数料を合算した額 

a 当該建築物

の非住宅部分

について誘導

標準入力法等

(a) 非住宅部分の計画の

変更に係る部分（床面積

の増加に係る部分を除

く。）の床面積の２分の

２２４，０００円（非住宅誘

導基準適合証の提出がある場

合にあっては、１０，０００

円） 



基準を用いて

評価を行う場

合 

１の面積と当該計画の

変更に係る部分の面積

のうち床面積の増加に

係る部分の床面積との

合計（以下この項におい

て「計画の変更に係る部

分の床面積の合計」とい

う。）が３００平方メー

トル未満のもの 

(b) 非住宅部分の計画の

変更に係る部分の床面

積の合計が３００平方

メートル以上のもの 

２７６，０００円（非住宅誘

導基準適合証の提出がある場

合にあっては、１６，０００

円） 

b 当該建築物

の非住宅部分

について誘導

モデル建物法

基準を用いて

評価を行う場

合 

(a) 非住宅部分の計画の

変更に係る部分の床面

積の合計が３００平方

メートル未満のもの 

８６，０００円（非住宅誘導

基準適合証の提出がある場合

にあっては、１０，０００円）

(b) 非住宅部分の計画の

変更に係る部分の床面

積の合計が３００平方

メートル以上のもの 

１０８，０００円（非住宅誘

導基準適合証の提出がある場

合にあっては、１６，０００

円） 

c 当該建築物

の住宅部分に

ついて誘導標

準計算基準を

用いて評価を

行う場合 

(a) 住宅部分の計画の変

更に係る部分の床面積

の合計が３００平方メ

ートル未満のもの 

６７，０００円（住宅誘導基

準適合証等の提出がある場合

にあっては、１０，０００円）

(b) 住宅部分の計画の変

更に係る部分の床面積

の合計が３００平方メ

ートル以上のもの 

１１４，０００円（住宅誘導

基準適合証等の提出がある場

合にあっては、２０，０００

円） 

d 当該建築物

の住宅部分に

ついて誘導仕

様基準を用い

て評価を行う

場合 

(a) 住宅部分の計画の変

更に係る部分の床面積

の合計が３００平方メ

ートル未満のもの 

３２，０００円（住宅誘導基

準適合証等の提出がある場合

にあっては、１０，０００円）

(b) 住宅部分の計画の変

更に係る部分の床面積

５６，０００円（住宅誘導基

準適合証等の提出がある場合



の合計が３００平方メ

ートル以上のもの 

にあっては、２０，０００円）

（イ） 当該変更する建築物が一戸建ての住

宅の場合 

a 当該建築物

について誘導

標準計算基準

を用いて評価

を行う場合 

(a) 計画の変更に係る床

面積の合計が２００平

方メートル未満のもの

１７，０００円（住宅誘導基

準適合証等の提出がある場合

にあっては、３，０００円）

(b) 計画の変更に係る床

面積の合計が２００平

方メートル以上のもの

１９，０００円（住宅誘導基

準適合証等の提出がある場合

にあっては、３，０００円）

b 当該建築物

について誘導

仕様基準を用

いて評価を行

う場合 

(a) 計画の変更に係る床

面積の合計が２００平

方メートル未満のもの

９，０００円（住宅誘導基準

適合証等の提出がある場合に

あっては、３，０００円） 

(b) 計画の変更に係る床

面積の合計が２００平

方メートル以上のもの

１０，０００円（住宅誘導基

準適合証等の提出がある場合

にあっては、３，０００円）

イ 計画に記載されている建築物以外の建築

物を計画に追加する場合（ウの場合を除く。）

当該追加する建築物一棟ごと

に、第７項のアの（ア）又は

（イ）に規定する区分に応じ

当該区分に定める額を、当該

追加する全ての建築物につい

て合算した額 

ウ 計画に記載されている建築物について変

更し、かつ、計画に記載されている建築物以

外の建築物を計画に追加する場合 

当該変更する全ての建築物に

ついてアの規定により算出し

た額及び当該追加する全ての

建築物についてイの規定によ

り算出した額を合算した額 

９ 法第３５条第２項（法第３６条第２項におい

て準用する場合を含む。）の規定に基づく建築

基準法第６条第１項に規定する建築基準関係

規定に適合するかどうかの審査 

計画の認定を受けようとする

建築物又は計画の変更の認定

を受けようとする建築物の床

面積の合計に応じて別表第３

及び雲南市建築基準法施行細

則第６条第１項の規定により

算出した額（工作物を築造す

る場合にあっては当該工作物



の数に応じて同表及び同項の

規定により算出した額を、構

造計算適合性判定を要する部

分が含まれる場合にあっては

当該部分の床面積の合計に応

じて別表第３の２の規定によ

り算出した額） 

１０ 法第４１条第１項の規定に基づく建築物

のエネルギー消費性能に係る認定（以下この項

において「認定」という。） 

ア 認定を受けようとする建築物が非住宅建

築物、共同住宅等又は複合建築物である場合

非住宅建築物にあっては（ア）

又は（イ）に規定する手数料

の額、共同住宅等にあっては

（ウ）、（エ）又は（オ）に

規定する手数料の額、複合建

築物にあっては（ア）又は（イ）

及び（ウ）、（エ）又は（オ）

に規定する区分に応じ、それ

ぞれ当該手数料を合算した額

（ア） 当該建築

物の非住宅部分

について標準入

力法等基準を用

いて評価を行う

場合 

a 非住宅部分の床面積の

合計が３００平方メー

トル未満のもの 

２２４，０００円（非住宅基

準適合証等（登録建築物エネ

ルギー消費性能判定機関が作

成した法第２条第１項第３号

に掲げる基準に適合している

ことを示す書類又は市長の定

めるその他の図書をいう。以

下この項において同じ。）の

提出がある場合にあっては、

１０，０００円） 

b 非住宅部分の床面積の

合計が３００平方メー

トル以上のもの 

２７６，０００円（非住宅基

準適合証等の提出がある場合

にあっては、１６，０００円）

（イ） 当該建築

物の非住宅部分

についてモデル

a 非住宅部分の床面積の

合計が３００平方メー

トル未満のもの 

８６，０００円（非住宅基準

適合証等の提出がある場合に

あっては、１０，０００円）



建物法基準を用

いて評価を行う

場合 

b 非住宅部分の床面積の

合計が３００平方メー

トル以上のもの 

１０８，０００円（非住宅基

準適合証等の提出がある場合

にあっては、１６，０００円）

（ウ） 当該建築

物の住宅部分に

ついて省令第１

条第１項第２号

イ(1)及び同号

ロ(1)の基準（以

下この項におい

て「性能基準」

という。）を用

いて評価を行う

場合 

a 住宅部分の床面積の合

計が３００平方メート

ル未満のもの 

６７，０００円（住宅基準適

合証等（登録住宅性能評価機

関が作成した法第２条第１項

第３号に掲げる基準に適合し

ていることを示す書類又は市

長の定めるその他の図書をい

う。以下この項において同

じ。）の提出がある場合にあ

っては、１０，０００円） 

b 住宅部分の床面積の合

計が３００平方メート

ル以上のもの 

１１４，０００円（住宅基準

適合証等の提出がある場合に

あっては、２０，０００円）

（エ） 当該建築

物の住宅部分に

ついて省令第１

条第１項第２号

イ(2)及び同号

ロ(2)の基準を

用いて評価を行

う場合 

a 住宅部分の床面積の合

計が３００平方メート

ル未満のもの 

３２，０００円（住宅基準適

合証等の提出がある場合にあ

っては、１０，０００円） 

b 住宅部分の床面積の合

計が３００平方メート

ル以上のもの 

５６，０００円（住宅基準適

合証等の提出がある場合にあ

っては、２０，０００円） 

（オ） 当該建築

物の住宅部分に

ついて省令第１

条第１項第２号

イ(3)及び同号

ロ(3)の基準（以

下この項におい

て「仕様基準」

という。）を用

いて評価を行う

場合 

a 住宅部分の床面積の合

計が３００平方メート

ル未満のもの 

３２，０００円（住宅基準適

合証等の提出がある場合にあ

っては、１０，０００円） 

b 住宅部分の床面積の合

計が３００平方メート

ル以上のもの 

５６，０００円（住宅基準適

合証等の提出がある場合にあ

っては、２０，０００円） 

イ 認定を受けようとする建築物が一戸建て  



の住宅で性能基準を用いて評価を行う場合 

（ア） 床面積の合計が２００平方メートル

未満のもの 

３４，０００円（住宅基準適

合証等の提出がある場合にあ

っては、５，０００円） 

（イ） 床面積の合計が２００平方メートル

以上のもの 

３７，０００円（住宅基準適

合証等の提出がある場合にあ

っては、５，０００円） 

ウ 認定を受けようとする建築物が一戸建て

の住宅で省令第１条第１項第２号イ(2)及び

同号ロ(2)の基準を用いて評価を行う場合 

（ア） 床面積の合計が２００平方メートル

未満のもの 

１８，０００円（住宅基準適

合証等の提出がある場合にあ

っては、５，０００円） 

（イ） 床面積の合計が２００平方メートル

以上のもの 

１９，０００円（住宅基準適

合証等の提出がある場合にあ

っては、５，０００円） 

エ 認定を受けようとする建築物が一戸建て

の住宅で仕様基準を用いて評価を行う場合 

（ア） 床面積の合計が２００平方メートル

未満のもの 

１８，０００円（住宅基準適

合証等の提出がある場合にあ

っては、５，０００円） 

（イ） 床面積の合計が２００平方メートル

以上のもの 

１９，０００円（住宅基準適

合証等の提出がある場合にあ

っては、５，０００円） 


